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　令和 5 年 8 月 19 日から 30 日までの間、太地中学
校の生徒及び太地中に在学していた高校生がブルーム
を訪れました。
　訪問団は、関西国際空港を出発、メルボルンを経由
してブルームに入りました。ブルームで生徒達は、セ
ント・メアリーズ・カレッジ（ＳＭＣ）にて交流をし
たほか、太地をはじめ、和歌山県南部出身者が多く眠
る日本人墓地を訪れるなどしました。
 ブルームでの交流は短い期間でしたが、生徒達はそ
の短い期間で友好を深め、素晴らしい経験ができたこ
とでしょう。
　写真は、ケーブルビーチでラクダ乗り体験をしてい
る様子です。　

ブルーム姉妹都市交流
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8 月 24 日（木）太地町公民館において、学童
保育所夏祭りを開催しました。
学童保育所職員・保護者・中学生ボランティア
等の協力を得て、学童保育を利用する児童が参加
し、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、シャ
ボン玉ショーなどを楽しみました。

広報たいじ 8月号でお知らせしました、新宮
市の山東正巳様より寄贈いただきました古文書等
について、複製品を作製し、説明文を添えて役場
玄関ロビーにてパネル展示しております。
とても貴重な資料ですので、役場にお越しの際
は是非ご覧ください。

学 童保育所　夏祭り

古 文書等の展示

　8月 24 日（木）漁港において、海上保安庁が
捕鯨等に伴う事案対処訓練を行いました。
　今回は、ゴムボートによる操船訓練や、違法な
妨害活動を行う反捕鯨団体の船を追跡し逮捕する
訓練などが行われました。

　太地町立くじらの博物館では、一般財団法人日
本鯨類研究所との共催で、所蔵しているクジラの
ヒゲや歯・骨などから作られる道具や工芸品、ク
ジラをモチーフとした郷土玩具など、クジラと人
が営んできた歴史の一部を館内で展示しておりま
す。

海 上保安庁による事案対処訓練

鯨 と人の営み展

2



　令和５年第３回太地町議会臨時会が、8月
18日に開会されました。
　今臨時会では、議長、副議長の選挙、次いで常
任委員会委員、議会運営委員会委員が選任され、
それぞれ委員長、副委員長が選出されました。
　この後、那智勝浦町・太地町環境衛生施設一部
事務組合議会議員、紀南環境広域施設組合議会
議員、紀南環境衛生施設事務組合議会議員の選
挙、議会選出消防委員会委員が選任されました。
◇議　　長　　福　田　忠　由
◇副 議 長　　花　村　　　計
◇総務厚生常任委員会
　委 員 長　　久　原　拓　美
　副委員長　　花　村　　　計
　委　　員　　漁　野　尚　登
　委　　員　　森　岡　茂　夫
　委　　員　　福　田　忠　由
◇産業建設常任委員会
　委 員 長　　塩　崎　伸　一
　副委員長　　水　谷　育　生

　委　　員　　海　野　好　詔
　委　　員　　三　原　勝　利
　委　　員　　筋　師　光　博
◇議会運営委員会
　委 員 長　　筋　師　光　博
　副委員長　　花　村　　　計
　委　　員　　久　原　拓　美
　委　　員　　三　原　勝　利
　委　　員　　水　谷　育　生
◇�那智勝浦町・太地町環境衛生施設一部事務組
合議会
　議　　員　　水　谷　育　生
◇紀南環境広域施設組合議会
　議　　員　　福　田　忠　由
◇紀南環境衛生施設事務組合議会
　議　　員　　福　田　忠　由
◇消防委員会
　委　　員　　海　野　好　詔
　委　　員　　塩　崎　伸　一
　委　　員　　三　原　勝　利
※�会議録はおおよそ３ヶ月後より閲覧できま
す。また、令和４年第３回定例会以降の会議
録は太地町のホームページで見ることができ
ます。

議 会 報 告
令和５年第３回太地町議会臨時会

太地町生き生き情報コーナー

移動県民相談
【日　　時】令和５年10月 18日（水）午後１時から午後４時まで
　　　　　　※相談時間は１件につき、約20分
【場　　所】東牟婁振興局（住所：新宮市緑ヶ丘２丁目４－８）
【相談内容】�土地・建物、借地・借家、相続、離婚、金銭関係、損害賠償など法律問題（弁護士が無

料で相談）、行政相談
【事前受付】令和５年10月４日（水）午前９時から先着９名
　　　　　　東牟婁振興局　総務県民課へ電話予約（０７３５－２１－９６０７）

紀勢本線の利用促進について（紀勢本線活性化促進協議会より）
　電車は、子どもから高齢の方まで誰もが利用しやすく、特に車を運転しない人にとっては、なくて
はならない大切な交通手段です。�
　近年、道路交通網の進展により、電車の利用、特に私たちの生活基盤である紀勢本線の利用者数は
年々減少しています。生活基盤であることはもとより、地域振興や産業振興にとっても欠かせない紀
勢本線を地域で支えることも必要です。�
　このため、紀勢本線活性化促進協議会加盟の市町村では、様々な取組を行っていますが、住民の皆
様におかれましても、地域の鉄道を守るためにも、旅行などでお出かけの際には、◇渋滞なしで時間
に正確�◇安全性が高い�◇地球環境への影響が少ないといった利点の多い電車を、ぜひご利用ください。

お知らせ

お知らせ
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第２回和歌山県人会世界大会と石垣記念館特別展
　第２回和歌山県人会世界大会が開催されるのに合わせて、石垣記念館において移民の歴史に焦点を
当てた特別展を開催します。県人会世界大会に参加される方々のうち、太地を訪ねる「ふるさと巡り
ツアー」を希望された方々は、10月 6日に特別展をご覧になる予定です。特別展は期間中無料で公
開されていますので、町民の皆様もぜひ足をお運びください。
展 示 期 間：�10 月 3日（火）から 12月 14日（木）まで。ただし月曜日は休館で、月曜日が祝

日の場合は翌日の火曜日休館です。
お問い合わせ：太地町教育委員会0735-59-2335

【生涯学習講座ご案内】 歴史・自然講座 No. ４「時代は太地を必要としている」
　講師　村上　和弥　氏　

●日　時：令和５年10月 17日（火）　
� 13：30～ 15：00
●場　所：太地町公民館　第１・第２研修室
●講　師：村上　和弥　氏　
●定　員：２０名　
●参加費：無料　　　　　　　　

【生涯学習講座ご案内】 一般講座 No. ６「メディカルアロマのお話」
　講師　前田　絵理子　氏　

★日　時　令和５年10月 24日（火）
★時　間　13時 30分～ 15時 30分　
★会　場　太地町公民館　第１・第２研修室
★定　員　２０名
★参加費　無料　
★�参加希望の方は、10月６日（金）～10月 20日（金）までに太地町公民館（59－ 2335）まで
お電話ください。　　　　　　　

お知らせ

お知らせ

お知らせ

ハロートレーニング（職業訓練）の受講申込みの受付について
お知らせ

　東牟婁・新宮地域にて開催予定のハロートレーニング（職業訓練）の受講申込みを受け付けていま
す。就職に向けてスキルアップを目指される方は是非ともご検討ください。詳しくは住所地を管轄する
ハローワークまでお問い合わせください。
〔ゼロから学べるパソコン基礎科〕
【訓練期間】令和５年 11 月 14 日（火）～令和６年２月 13 日（火）＜３か月間＞
【受講時間】９：００～１５：５０（昼休憩 70 分　原則的に土・日・祝日は休講）
【実施施設】ＰＣ倶楽部　新宮教室
【対 象 者】事務職での就職を目指す方
【定　　員】15 名（申込者が定員の半数に満たない場合、訓練を中止することがあります）
【応募締切】令和５年 10 月 19 日（木）
お問い合わせ　ハローワーク新宮　職業訓練担当（電話　０７３５－２２－６２８５）

講師：村上　和弥　氏　紹介
新宮市出身、古座小学校校長を最後に
退職され、現在は太地町学童保育の支
援員として活躍されています。

参加希望の方は、10月 13日（金）までに、太地町公民館
（�59-2335�）までお電話ください。

講師紹介： 宮崎県出身、太地町在住、助産師、
看護師

自ら二児の母として子育てに向き合う経験から、病院や行政では
カバー出来ない母親の悩みや不安に寄り添う必要性を感じココハ
ナを開業。アロマ施術、ベビーマッサージ、モンテッソーリ教育
を学び、産前から育児、教育、健康まで幅広い専門性を持つ。

4



ミツバチを飼育する皆様へお知らせ
セイヨウミツバチ、ニホンミツバチを飼育する方は届出が必要です
対　　象：ミツバチを飼育する方（趣味での飼育も含む）　
　　　　　ミツバチを飼育するため、巣箱を設置した方
提出期限：毎年1月末まで　※すでに飼育しており届出を出していない方も随時受け付けております。
提出先、問い合わせ先：東牟婁振興局　農業水産振興課　電話番号：0735-29-2011

和歌山県最低賃金が改定されました
最低賃金の名称：和歌山県最低賃金
最低賃金額：時間額929円　　　　効力発生日：令和5年 10月 1日
適 用 範 囲：和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者
　　　　　　最低賃金法違反については罰則が設けられています。
　　　　　�　�また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労使合意で定めても、法律により無効とされ、

最低賃金額と同等の定めをしたものとみなされます。
詳細については、和歌山県労働局労働基準部賃金室（TEL073-488-1152）または最寄りの労働基
準監督署へお問い合わせください。

ニホンミツバチでアカリンダニ症の発生が急増中です
①アカリンダニ症は、ミツバチの気管にダニが寄生し、ミツバチを死に至らしめ
る病気です。飛び立てず地面を這う蜂がいる場合は、アカリンダニ症の可能性が
あります。これらの症状を確認した場合は、速やかに家畜保健衛生所までご連絡
ください。
※アカリンダニはミツバチ以外（人、動物）には寄生しません。
②調査協力のお願い　ニホンミツバチを飼育する方で、ミツバチ（20匹程度）を提供していただけ
る方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先：紀南家畜保健衛生所東牟婁支所　電話番号：0735-58-1481

森林環境譲与税の使途について
　「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して、
令和元年度から譲与が開始されています。譲与額は、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口によ
る客観的な基準で按分して譲与されているところです。
　また、森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や
普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
【使途の公表について】
　森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第３４条第３
項に基づき、公表する必要があります。つきましては、次のとおり使途を公表します。

≪お問い合わせ先≫
太地町役場産業建設課
〒 649-5171　和歌山県東牟婁郡太地町大字太地 3767 番地の 1　　電話：0735-59-2335

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

事　業　名 事業内容・実績など 事業費（千円）
紀州材ベンチ設置事業 紀州材を使用したベンチを14 基製作し、町内各所に設置。６２０（６１４）

令和４年度森林環境譲与税に関する決算状況

※事業費の（　）内は森林環境譲与税充当分

蜜蜂飼育届について

アカリンダニ症について
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住民福祉課だより住民福祉課だより住民福祉課だより
『 住民福祉課だより 』の

各種内容に関するお問合わせは、住民福祉課までお願いします。
☎ ０７３５－５９－２３３５（代）

参加チーム募集
参加チーム数　１チーム５名以内（３名以上）で、20 組 100 名程度募集します。
・応募多数の場合は、先着順とさせていただきます。
・同一団体からの申し込みは 20 名以内としてください。
・小学生以下の参加については、保護者（1 名以上）との混合メンバーでご参加ください。
申し込み方法
令和5年11月1日（水）17時45分までに申し込み用紙に記入し、下記お問い合わせ先まで、FAX、メー
ル、郵送（必着）ください。
・和歌山県県民生活課
・各振興局総務県民課
・県民生活課ホームページ

お問い合わせ　和歌山県県民生活課（和歌山市小松原通一丁目 1 番地）
℡：073-441-2598　FAX：073-433-1771

その他
・参加された皆様には参加賞があります。
・上位入賞チームには景品（県産品）があります。
・ごみ拾いの用具（ごみ袋、軍手、トング）は用意いたします。
・参加費は無料です。ただし、参加に伴う交通費などは、各自負担してください。
・主催者が参加者全員のボランティア保険に加入します。
・雨天等での中止の場合は、当日 7 時ごろまでにチーム代表者へ連絡します。

太地町
日時　令和 5 年 11 月 11 日（土）
　　　9 時 30 分から 12 時 00 分
場所　向島海岸
※当日の集合時間および場所については県民生活課からチーム代表者あてに後日お伝えします。

主催　和歌山県 / 共催　太地町
協力　（一社）ソーシャルスポーツイニシアチブ

公証週間　10月１日（日）～ 10月７日（土）
　遺言、任意後見契約、離婚に伴う養育費、お金の貸し借りや債務の分割弁済契約など公正証書の作
成について、平日、午前９時から午後５時まで、いつでも無料で相談に応じています。

※必ず、事前予約の上、お気軽にご利用下さい。

令和５年度クリーンアップ運動　in 和歌山　スポGOMI 大会

新宮公証役場からのお知らせ

申込書は左記で
入手できます。
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住民福祉課だより住民福祉課だより住民福祉課だより
戦没者遺骨の身元特定のための DNA 鑑定申請のご案内
申請できる方
戦没者の配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹・甥・姪など
関係のご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出
してください。

DNA鑑定にかかる費用負担
DNA 鑑定料は国が全額負担します。
※鑑定料の請求について厚生労働省からご遺族にご連絡することはありません。
※申請書の提出、検体キット及び同意書の返送の際の郵送料は自己負担になります。
お問い合わせ先
℡ 03-3595-2219（厚生労働省の DNA 鑑定担当に直接繋がる番号です）

Q. よくあるご質問 A. 回答

戦没地がわからないので
すが、申請できますか？

・硫黄島　・インド　・インドネシア　・沖縄　・樺太　・タイ
・旧ソ連　・東部ニューギニア　・ノモンハン　・フィリピン
・ミャンマー（ビルマ）　・中部太平洋海地域　・モンゴル

⇧
上記が対象地域になりますが、ご不明な場合は申請書に、戦没者の「氏
名」「生年月日」や「本籍地」の情報をお分かりになる範囲でご記載く
ださい。

検体提供者を誰にすれば
よいか分かりません。

厚生労働省の担当者がご親族の状況などお話を伺いながらご説明いた
します。まずはお電話でご相談ください。

申　請　方　法

「DNA 鑑定申請書」に必要事項を記
載し、下記の申請書提出先に①メール
② FAX ③郵送のいずれかで提出して
ください。
＊「DNA 鑑定申請書」は厚生労働省
にお電話で請求できます。ホームペー
ジからもダウンロードできます。

申請書提出先（宛先）
① メール：dnakantei@mhlw.go.jp
② FAX：03-3595-2229
③ 郵送：〒 100-8916
東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省社会・援護局事業課
戦没者遺骨鑑定推進室

申　請　方　法

申請書に基づき、DNA 鑑定実施可能と
判断されたご遺族へ、DNA 鑑定実施の
同意書と検体採取キットをお送りします。
＊キットは申請書に記載された検体提供
　者の住所へ直接お送りします。

検体提供者ご自身が、送付されたキットで検体を採取
（専用の綿棒で口の頬の内側の粘膜を採取するもの）
し、検体と同意書を厚生労働省に郵送いただきます。

提供いただいた検体を、厚生労働省から鑑定機関にお
渡しし、ご遺骨との DNA 鑑定を行います。
＊鑑定にはある程度期間を要します。
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里親支援センタ－からお知らせです 

10 月は臓器移植普及推進月間「いのちへの優しさと思いやり」

１０月１０日は目の愛護デー

がん検診受診率向上に向けた集中キャンペーン

新型コロナウイルスワクチン接種の今後の予定

　毎年、10 月は全国で「里親月間」と位置づけ、里親委託推進のため広報紙に搭載してもらい「里
親制度」についての説明を行ない、知ってもらうため、広報活動を行っています。
　「里親制度」とは、親の病気、離別、虐待など様々な事情により、自分の家庭で暮らすことのでき
ない子どもたちを温かい愛情と正しい理解を持って、自分の家族に迎え入れ、家族に代わって子ども
を養育する制度です。里親支援センターほっとは、みなべ町から北山村までの 11 市町村で里親支援
や里親制度の普及啓発活動を行っています。多くの人に里親制度を知っていただきたく、ひとりでも
数人でも依頼していただける「出前講座」も行っています。日時、会場（場所）においてもご希望に
応じて調整させていただきます。この他、各市町村での巡回パネル展や相談会なども開催しています。
職員も常駐していますのでお気軽にお越し下さい。 
 

【お問い合わせ先】　里親支援センタ－ほっと　担当：川口・村岡・後藤
田辺市城山台 5‒1　電話：0739‒34‒2735　E-mail：hot@wfj.or.jp

　臓器移植は、臓器提供者はもとより、広く社会の理解と支援があって
成り立つ医療です。あなたの意思で助かるいのちがあります。臓器提供
意思表示カード、運転免許証、健康保険証またはマイナンバーカードな
どの意思表示欄にご自身の意思を表示して携帯をお願いします。

　「１０ １０」を横にすると人の顔の目と眉に見えることから、10 月 10 日は「目の愛護デー」と制
定されています。目の病気も早期発見、早期治療が重要です。「目の愛護デー」を機会に目の大切さ
について考えてみませんか？

<令和 5年 10月１日（日）～ 10月 31日（火）＞
　がん検診の重要性を国民の皆様にご理解いただくため、毎年10月に実施しているキャンペーンです。

　令和 5年 9月 20 日以降に新型コロナウイルスワクチンを接種されていない 15歳以上の方の、次
回の集団接種は令和６年１月～３月を予定しています。65歳未満の方への案内の送付は 12月頃を
予定しています。12月までに接種を希望される方は住民福祉課までご相談ください。

がんは、我が国の死因第１位であり、年間約 39万人※が亡くなっています。
死亡者数を減らすためには早期発見・早期治療が重要です。※令和 4年時点
自分自身やあなたを必要とする人のためにも、がん検診を受診しませんか？

▲ 臓器提供意思表示カード
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「相続」「遺言」「成年後見制度」に関する講演会のお知らせ

介護予防教室「男のトレーニング塾」を開催します

「相続や遺言ってどうすればいいの？」
「元気なうちに準備しておいたほうがいいの？」
相続と遺言、成年後見制度に関する講演会を下記の日程で開催いたします。
ご自分やご家族のために、今から備えましょう。
日　時　：　令和 5 年 10 月 27 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 00 分
場　所　：　太地町公民館２階大集会室
テーマ　：　「相

そうぞく
続」「遺

ゆいごん
言」「成

せいねん
年後

こうけん
見制

せい
度
ど

」～『もしも』のときのために～
講　師　：　新宮公証役場　公証人　三

みつはし
橋　豊

ゆたか
　氏

参加費　：　無料
送　迎　：　公民館までの送迎をご希望の方はお申し込みの際にお伝えください。
申込方法：　参加をご希望の方は下記までお電話ください。

太地町地域包括支援センター　℡ 0735-59-3380（担当：植本）

　11 月から 12 月の 2 か月間、毎週水曜日に 60 歳以上の男性を対象にした運動教室を開催します。
何歳になっても丈夫な足腰を維持し、介護を必要としない体づくりを一緒に行いませんか？
　筋力トレーニングや有酸素運動を実施します。参加を希望される方は、地域包括支援センターまで
お申し込みください。
※ 持病をお持ちの方で運動に制限のある方は、かかりつけの医師にご相談ください。

＜日　時＞ 11 月１日～ 12 月 20 日までの毎週水曜日
 （計８回）13 時 30 分～ 14 時 30 分
＜対　象＞ 太地町にお住いのおおむね 60 歳以上の男性、
 かつ介護認定を受けていない方
＜場　所＞ 太地町多目的センター２階
＜持ち物＞ 飲み物・タオル・上履きをご用意のうえ、動きやすい服装でお越しください。
 また、以前参加された方は、個人ファイルをお持ちください。
申込・問合せ 太地町地域包括支援センター　ＴＥＬ：（０７３５）５９－３３８０

10 月から「あおぞら体操」が再開します！
毎週、水曜日と木曜日に町内の各場所で、ラジオ体操などを行い
ます（日時や場所の詳細は、本誌最終面をご覧ください）。
気温の高い日が続きますので、飲み物や帽子をお持ちください。

参加者募集参加者募集
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10・11 月の活動日について、下記の通りお知らせいたします。

10 月 10 日（火） 10月 24日（火）

11月 14日（火） 11月 28日（火）

手話サークル「イルカ」10・11月　活動日のお知らせ

ふれあいサロン「いっぷく亭」10月・11月の予定のお知らせ

わかやまシニアエクササイズ『まめなかに倶楽部』のご紹介

赤い羽根「共同募金」の実施について

　10 月・11 月の「いっぷく亭」の予定について、下記の通りお知らせいたします。
ご近所の方お誘い合わせの上、お越しください。廃油の回収も行っておりますのでよろしくお願いします。

　和歌山県の介護予防運動の一つとして “ わかやまシニアエクササイズ ” が開始され、今年で 18 年
目となりました。太地町では、『まめなかに倶楽部』の愛称で活動しています。
　週 1 回、ストレッチ運動や筋力トレーニング、音楽に合わせたステップ運動（有酸素運動）を１
時間かけて実施しています。
　現在は、感染症予防対策を行いつつ、15 名前後の方が定期的に参加されています。まずは見学だ
けでもしてみたいという方も是非ご参加ください。

対象：太地町に住民登録のあるおおむね６５歳以上の方
および　かかりつけの医師に運動を制限されていない方
開催日時：毎週金曜日　午前９時３０分～（祝祭日はお休み）
場所：太地町多目的センター
申し込み：太地町社会福祉協議会　【 ℡ ５９－３３８０ 】まで

　10 月 1 日から赤い羽根「共同募金運動」が始まります。「共同募金」ではみなさんから頂いた募
金を太地町内で実施しているふれあいサロンや福祉教育など様々な形で還元されています。
　町内にて街頭募金等の活動を行っている際にはご協力いただけたらと思います。他にも太地町地域
福祉センター梛などに設置している募金箱や、売上が寄付へと繋がる共同募金自販機等もございます。
また、窓口での直接の寄付も対応させていただきますのでご協力をよろしくおねがいします。

10 月 東新集会所
祭行事の為  休止

寄水集会所
祭行事の為  休止

18 日
森浦集会所

25 日
平見集会所

11 月 １日・29 日
東新集会所

８日
寄水集会所

15 日
森浦集会所

22 日
平見集会所
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現役トレーナーさんに教わる「筋トレ」
☆今回のテーマ☆

講師　竹
たけもと

本　翔
しょう

太
た

　氏

プロフィール：三重県紀宝町のトレーニングジムに在籍し、地域住民の方に運動を指導されています。
　この教室は、ストレッチ・筋トレ・プール体操など、多種のエクササイズを通じて、健康の増進や
介護予防を図ることを目的としています。参加をご希望の方は、社会福祉協議会までお申し込みくだ
さい。

＜日　　時＞　10 月 18 日（水）　19：00 ～ 20：00（仕事終わりの方にもおすすめ！）
＜対　　象＞　太地町在住の要支援・要介護認定を受けていない方
　　　　　　　※各種疾患により主治医から運動を制限されている方は参加できません。
＜場　　所＞　太地町多目的センター 2階トレーニングルーム
＜持 ち 物＞　飲み物・上履きをご用意のうえ、動きやすい服装でお越しください。
＜締め切り＞　会場準備のため、10月 16日（月）17：00までにお申し込みください。

太地町社会福祉協議会

TEL　0735–59–3380/FAX　0735–59–4332/ 本会 HP 

買い物支援10月・11月のサービス実施日のお知らせ
　10 月・11 月の買い物支援サービスの予定について、下記の通りお知らせいたします。
※ 11 月の申し込みについては、11 月１日（水）より受付を開始いたします。

◯買い物サービス　送迎バス時刻表　（マイクロバス・10人乗り）

※送迎の時間は参加される方により前後する可能性がございますのでご承知おきください。

平見団地 平見公園前 石門 大東 東新集会所 漁協前 水の浦

9：25 9：30 9：32 9：34 9：34 9：36 9：38

公民館 暖海本通り 大長井 常渡 道の駅 太地駅

9：40 9：42 9：44 9：46 9：48 9：50

実施日
10月 18日（水）

申込み締め切り
10月 13日（金）

11月 15日（水） 11月 10日（金）

教室の様子社協のエクササイズ教室　開催
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《保健衛生関係 10月行事予定》

住民基本台帳
（令和５年 8 月末日現在）

総人口 2,856 人
　　男  1,281 人
　　女  1,575 人

世帯数   1,543 世帯
（前月比：総人口  ６人減

             世帯数  ３世帯減）

白馬から
のお便り

姉妹
都市「白馬村」コーナ

ー

健康相談
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

10 月 18 日（水） 成人健康相談（血圧測定）

10：30 ～ 11：00 公 民 館
13：00 ～ 13：30 平見集会所
13：45 ～ 14：15 老人憩の家
14：30 ～ 15：00 寄水集会所

10 月 23 日（月） 成人健康相談（血圧測定） 14：30 ～ 15：00 森浦集会所
10 月 25 日（水） 乳幼児健康相談 10：00 ～ 11：30 ふれあいルーム
※成人健康相談（血圧測定）で、検尿を希望の方は、ご自宅で採尿し、ご持参ください。
健康教育

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
10 月 ２日（月）

16 日（月） なかよし体操 13：30 ～ 14：30 東新集会所

10 月 16 日（月）
23 日（月） なかよし体操 13：30 ～ 14：30 森浦集会所

10 月 ４日（水）
11 日（水）
18 日（水）
25 日（水）

あおぞら体操
9：30 ～ 9：45 暖海ゲートボール場

10：00 ～ 10：15 森浦寺前（トイレ横）
10：30 ～ 10：45 平見消防屯所前

10 月 ５日（木）
12 日（木）
19 日（木）
26 日（木）

あおぞら体操
9：30 ～ 9：45 多目的センター駐車場

10：00 ～ 10：15 東の浜ふれあい広場
10：30 ～ 10：45 平見公園

健診
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

10 月 12 日（木）
１歳６か月児健診 13：00 ～ 13：10（受付）

多目的センター
３歳６か月児健診 13：10 ～ 13：20（受付）

10 月 26 日（木）
４か月児健診 9：30 ～ 9：40（受付）

那智勝浦町福祉健康センター
10 か月児健診 10：20 ～ 10：30（受付）

※健康診査等の受付時間は、混雑を避けるため個別で指定させていただきます。
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　飼い犬 ・ 飼い猫のフンの後始末は、 飼い主が責

任を持って行いましょう。

　また、 飼い猫以外には餌を与えないでください。

役場　住民福祉課
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